
 
 

一

平
成
十
六
年
に
被
災
し
た
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
の
還
付
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
に
風
水
害
、
震
災
等
の
災
害
が
多
発
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
に
よ
り
自
動
車
の
使
用
の
廃

止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
使
用
済
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
の
還
付
の
制
度
の
実
施
を
翌
年
に
控
え
そ
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
が
多
数
生
じ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
被
災
自
動
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
重
量
税
の
還
付
の

特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

災
害 

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。 

二 

自
動
車 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
車
を
い
う
。 

三 

被
災
自
動
車 

平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
使
用
の
廃
止
が
さ



 

二

れ
た
自
動
車
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
に
使
用
済
自
動
車
（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
済
自

動
車
を
い
う
。
）
と
し
て
の
引
渡
し
が
な
さ
れ
、
又
は
滅
失
し
た
も
の
の
う
ち
、
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、

徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
自
動
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

（
被
災
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
の
還
付
） 

第
三
条 

自
動
車
検
査
証
の
交
付
等
（
自
動
車
重
量
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
自
動
車
検
査
証
の
交
付
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
自
動
車
の
う
ち
、
自
動
車
検
査
証

の
交
付
等
を
受
け
た
際
に
当
該
自
動
車
検
査
証
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
前
に
前
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
被
災
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
の
交
付
等
を
受
け
る
際
に
納
付

さ
れ
た
自
動
車
重
量
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
、
当
該
被
災
自
動

車
の
所
有
者
に
（
当
該
被
災
自
動
車
の
所
有
者
が
当
該
被
災
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
の
納
税
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
被
災
自
動
車
に
つ
き
当
該
被
災
自
動
車
の
所
有
者
が
当
該
自
動
車
重
量
税
を
納
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当

該
被
災
自
動
車
の
所
有
者
に
）
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
還
付
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
災
自
動
車
の
所
有
者
が
、
当



 
 

三

該
被
災
自
動
車
の
処
理
に
関
し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
又
は

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規

定
に
違
反
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
還
付
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
災
自
動
車
の
所
有
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
政
令
で
定
め
る
場
所
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
に
は
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
還
付
加
算
金

は
、
付
さ
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

五

理 

由 

 

平
成
十
六
年
に
風
水
害
、
震
災
等
の
災
害
が
多
発
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
に
よ
り
自
動
車
の
使
用
の
廃
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

使
用
済
自
動
車
に
係
る
自
動
車
重
量
税
の
還
付
の
制
度
の
実
施
を
翌
年
に
控
え
そ
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

者
が
多
数
生
じ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
被
災
自
動
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
重
量
税
の
還
付
の
特
例
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 
 

七

 
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
歳
入
減
と
な
る
見
込
額 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
歳
入
減
と
な
る
額
は
、
約
十
六
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


